
2022 年 6 月 13 日 

大 阪 銀 行 協 会 

 

 

 

所有不動産の売却方針の決定について 

 

 

 大阪銀行協会では、事務所を移転するとともに、所有不動産を売却する方針を

決定しましたので、お知らせします。 

 なお、事務所の移転先については、現在、選定を進めているところであり、決

定後に改めて公表する予定です。 

 

 

以  上 

 

【本件に関する照会先】 

  総務部 大橋  06-6942-1371 

 


